
塩竈市議会一般会議実施要綱 

（目的）  

第１条 この要綱は、塩竈市議会基本条例（平成２２年条例第３０号）第１３条第２項の規

定により設置する一般会議の開催及び運営等に関し、必要な事項を定める。  

（一般会議の開催時期等）  

第２条 一般会議は、議員から議長に開催の申し出があった場合又は市内で活動している

構成員５名以上の団体等（宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的とした団

体等を除く。以下「団体等」という。）から議長に開催の申込みがあった場合において、

議長は、議会運営委員会に諮り、必要と認めるときに開催する。  

２ 一般会議の開催を希望する議員は、開催を希望する日のおおむね３０日前までに塩竈

市議会一般会議申出書（様式第１号）を議長に提出するものとする。なお、当該申出書の

記載事項については、議員と団体等において協議のうえ記載するものとする。 

３ 一般会議の開催を希望する団体等は、開催を希望する日のおおむね３０日前までに塩

竈市議会一般会議申込書（様式第２号）を議長に提出するものとする。 

４ 一般会議は、原則として、団体等と個別に開催する。  

（一般会議の運営）  

第３条 一般会議は、公開とし、出席は原則として全議員とする。ただし、議長は、必要に

応じ、議会運営委員会に諮り、所管の常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を決定す

ることができる。 

２ 一般会議の議題は、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

（１） 市議会に関すること。  

（２） 市政に関すること。  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市の重要な事項に関すること。  

３ 一般会議における座長は、出席者が協議して決定する。  

４ 一般会議には、原則として、市長及び関係部課長の出席を求めないこととする。ただし、

議長が必要と認めたときは、市長及び関係部課長に対し、出席を求めることができる。 

５ 一般会議の会場は、原則として塩竈市役所３階北側委員会室とする。ただし、団体等が

希望する場所の会議室とすることができる。 

６ 一般会議の開催時間は、原則として一般会議の開催を希望する議員又は団体等が指定

する日時とし、おおむね２時間程度とする。なお、その詳細は、議会運営委員会で協議し、

決定する。 

７ 一般会議の次第は、おおむね次のとおりとする。  

（１） 議題等の説明  

（２） 質疑応答  

（３） 意見交換  

 



（記録）  

第４条 一般会議の記録は、議会事務局において出席者の発言の要旨を要点筆記又は音声

録音により行うものとする。  

（報告・評価等）  

第５条 議会事務局長は、一般会議を終了したときは、前条の記録に基づき、速やかに塩竈

市一般会議報告書（様式第３号）を作成し、議長に提出しなければならない。  

２ 前項により作成した一般会議報告書については、その写しを市議会ホームページに掲

載し、当該一般会議に出席した団体等に配布するとともに、概要を議会だよりで公表する。 

３ 一般会議終了後は、会議規則第１６０条に規定する全員協議会において評価及び総括

を行うものとする。この場合において、市政に対する意見提言で重要なものは、議長が市

長に通知するものとする。  

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り、決定

する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 


